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■
所
得
税
の
申
告
が
必
要
な
人

①
給
与
収
入
が
あ
り
、次
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
人

▽
年
末
調
整
を
受
け
て
い
な
い
給
与

収
入
が
あ
る

▽
年
末
調
整
し
た
給
与
が
あ
り
、
医
療

費
控
除
や
社
会
保
険
料
控
除
、
住
宅

ロ
ー
ン
控
除
を
受
け
て
還
付
申
告

し
た
い

▽
年
末
調
整
し
た
給
与
以
外
に
20
万

円
を
超
え
る
所
得
が
あ
る
（
営
業
、

農
業
、
不
動
産
、
雑
、
一
時
、
譲
渡
所

得
な
ど
）

▽
２
カ
所
以
上
か
ら
給
与
収
入
が
あ

り
、
年
末
調
整
し
た
給
与
以
外
の
給

与
収
入
が
20
万
円
を
超
え
た

▽
給
与
収
入
が
２
０
０
０
万
円
を
超

え
た

②
公
的
年
金（
障
害
年
金
や
遺
族
年
金
は

含
ま
な
い
）
の
収
入
が
あ
り
、
次
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
人

▽
公
的
年
金
の
収
入
額
が
４
０
０
万

円
を
超
え
る

▽
公
的
年
金
の
収
入
額
が
４
０
０
万

円
以
下
で
、
そ
の
ほ
か
20
万
円
を
超

え
る
所
得
が
あ
る

▽
公
的
年
金
の
収
入
額
が
４
０
０
万

円
以
下
で
、
医
療
費
控
除
や
社
会
保

険
料
控
除
を
受
け
て
還
付
申
告
し

た
い

　町・県民税の申告と所得税確定申告の時期を迎
えます。申告は納税者が前年１年間の所得を計算
し、３月15日（金）までに記入して提出するもので
す。申告と納税は正しくお早めに。
■問い合わせ先…税務課　察46-5563

　　の申告が
　　始まります税税

「所得税の確定申告が

必要な人」に該当して

いますか？

税務署で確定申告が必要です
確定申告をすれば、町・県民税の申告をする必要はありません。

はい

令和６年１月１日現

在で平泉町に住民登

録がありましたか？

令和６年１月１日現在で住民登録があった市町村
に確認してください。

いいえ

いいえ

はい

次の①～④に該当するものを確認してください。

①公的年金のみ
▷65歳以上（昭和34年

１月１日以前の生

まれ）で公的年金の

収入額が148万円以

下だった

▷ 65歳未満（昭和34年

１月２日以降の生ま

れ）で公的年金収入

が98万円以下だった

②給与のみ、または
給与と公的年金のみ
年末調整した給与以外

に給与収入があった

③営業、農業、不動
産、公的年金以外
の雑、一時、譲渡な
どの収入があった
※このほかに、給与

や公的年金収入が

あった場合も含む

源泉徴収票の内容
に修正がある、また
は追加したい控除

（扶養控除、医療費
控除など）がある

申告は必要ありません

町・県民税の申告が必要です

いいえ
はい

はい

いいえ

いいえ

はい

■確定申告、町・県民税申告が必要か確認してみましょう

④令和５年中に収
入がなかったもの
の、次のいずれかに
該当する人
▷生活保護法による

生活扶助を受けて

いる

▷国民健康保険、後期

高齢者医療制度及

び介護保険に加入

している

▷県単独医療費助成

事業（乳幼児、妊産

婦、重度心身障がい

者、母子家庭）を受

ける

▷町営住宅、保育所な

どを利用している

▷所得証明書が必要

▽
生
命
保
険
、
個
人
年
金
お
よ
び
地
震

保
険
、
旧
長
期
損
害
保
険
な
ど
に
加

入
し
て
い
る
人
は
、
そ
の
保
険
料
の

控
除
証
明
書

▽
勤
労
学
生
控
除
を
受
け
る
人
は
、
在

学
証
明
書

▽
障
害
者
控
除
を
受
け
る
人
は
、
障
害

者
手
帳

▽
医
療
費
控
除
を
受
け
る
人
は
、
医
療

費
控
除
の
明
細
書

▽
寄
附
金
控
除
を
受
け
る
人
は
、
そ
の

証
明
書

■
自
宅
で
確
定
申
告
が
で
き
ま
す

　

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
な
ど
か
ら
、
ｅ-

Ｔ

ａ
ｘ
（
電
子
申
告
）
を
利
用
す
る
こ
と

で
、
自
宅
で
も
確
定
申
告
が
で
き
ま
す
。

詳
し
く
は
、
国
税
庁
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

国税庁ホー
ムページ

■
申
告
に
必
要
な
も
の

①
申
告
書
用
紙（
な
く
て
も
対
応
可
能
）

②
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
（
個
人
番
号
）
と
本
人

確
認
が
で
き
る
書
類

③
申
告
者
本
人
の
預
金
金
融
機
関
名
と

口
座
番
号(

所
得
税
の
確
定
申
告
に
な

る
場
合
も
あ
る
た
め)

④
所
得
の
内
訳
が
分
か
る
資
料

▽
給
与
や
年
金
収
入
が
あ
る
人
は
、
給

与
所
得
ま
た
は
公
的
年
金
な
ど
の

源
泉
徴
収
票

　
▽
個
人
年
金
な
ど
を
受
け
取
っ
て
い

る
人
は
、そ
の
支
払
調
書

　
▽
生
命
保
険
や
損
害
保
険
を
受
け

取
っ
た
人
は
、そ
の
支
払
調
書

　
▽
農
業
、
営
業
、
不
動
産
所
得
の
収
入

が
あ
る
人
は
、
所
得
計
算
に
必
要
な

資
料（
帳
簿
、領
収
書
な
ど
）

⑤
所
得
控
除
の
内
訳
が
分
か
る
資
料

▽
国
民
健
康
保
険
税
な
ど
の
領
収

書
、
農
業
者
年
金
・
介
護
保
険
料
な

ど
の
支
払
い
を
証
明
す
る
も
の
、
社

会
保
険
料
（
国
民
年
金
保
険
料
）
控

除
証
明
書

■
一
関
遊
水
地
事
業
の
補
償
費

▽
公
共
事
業
の
た
め
土
地
な
ど
を
譲

渡
し
た
場
合
は
、
課
税
の
特
例
の
適

用
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

▽
扶
養
さ
れ
て
い
た
人
が
土
地
を
譲

渡
し
た
場
合
、
合
計
所
得
金
額
（
特

別
控
除
前
）
が
一
定
の
限
度
額
を
超

え
る
と
、
配
偶
者
控
除
や
扶
養
控
除

日程 対象 日程 対象 日程 対象

２月６日（火）

肉・
乳用牛
生産者

20日（火） ６区 ５日（火） 15区

７日（水） 21日（水） ７区 ６日（水） 16区

８日（木） 22日（木） ８区 ７日（木） 17区

９日（金） 26日（月） ９区 ８日（金） 18区

13日（火） １区 27日（火） 10区 11日（月） 19区

14日（水） ２区 28日（水） 11区 12日（火） 20区

15日（木） ３区 29日（木） 12区 13日（水） 21区

16日（金） ４区 ３月１日（金） 13区 14日（木） 予備日
（正午まで受

け付け）19日（月） ５区 ４日（月） 14区 15日（金）

　申告の日程は下記の一覧の通りです。例年、申告会場は混

雑するため、税務署が開設する申告書作成会場なども利用し

てください。

　予備日の２日間は例年大変混雑するため、正午までの受け

付けとなります。ご注意ください。

■申告会場…役場２階201会議室

■受付時間…８：30～12：00、13：00～15：30

≪申告の日程と場所≫

③
営
業
や
農
業
、不
動
産
、雑
、一
時
、譲

渡
所
得
な
ど
の
合
計
所
得
が
所
得
控

除
を
超
え
た

④
住
宅
借
入
金
特
別
控
除
を
受
け
た
い

（
１
年
目
）

⑤
所
得
税
の
青
色
申
告
を
す
る

を
受
け
て
い
た
人
は
、
控
除
を
受
け

ら
れ
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

▽
配
偶
者
控
除
ま
た
は
配
偶
者
特
別

控
除
を
受
け
て
い
た
人
が
土
地
を

譲
渡
し
た
場
合
、
合
計
所
得
金
額

（
特
別
控
除
前
）
が
１
０
０
０
万
円

を
超
え
る
と
、
こ
の
控
除
の
適
用
を

受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。


